
公募公告 

 

令和８年度台湾における観光営業代行等業務委託の企画提案を公募するので、次のとお

り公示する。 

 

令和８年４月１０日 

福井県知事  石田 嵩人 

 

１ 企画提案書の提出を求める事項 

（１）業務の名称    令和８年度台湾における観光営業代行等業務委託 

（２）公告業務の内容  令和８年度台湾における観光営業代行等業務委託 

公募型プロポーザル募集要領のとおり 

（３）履行期限     令和９年３月２４日（水） 

（４）県負担限度額   １０，６２８，０００円（消費税等諸税を含む） 

 

２ 企画提案書を提出する者に必要な資格 

次の全ての要件を満たすこと。 

（１）台湾に活動拠点がある法人であること。 

（２）日本語での企画提案書の提出および契約締結が可能であること。また、仕様書で定め

る営業地域において、現地の言語により交渉および文書の作成を行えること。 

（３）当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員及び資金等の経営基盤を有するこ

と。 

（４）当該業務に精通し、類似の業務実績を有すること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、または破

産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている

者でないこと。 

（７）県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（８）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力

団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

   イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または、暴力団員が経営

に実質的に関与している者 



   ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

   エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与

するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与してい

る者 

   オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者 

（９）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

 

３ 募集要領の交付 

  募集要領については、次のとおり交付する。 

交付期間 令和８年４月１０日（金）から令和８年４月２３日（木）まで 

土日祝日を除く午前９時から午後５時の間 

交付場所 福井県交流文化部インバウンド交流課 

なお、インバウンド交流課のホームページからダウンロードすること

ができる。 

交付資料 令和８年度台湾における観光営業代行等業務委託 

公募型プロポーザル募集要領 

 

４ 本業務の質問に関する事項 

本業務の質問および回答の期限は次のとおりとする。 

（１）質問  令和８年４月１６日（木）１５時までに、質問票（様式３）により、電子メ

ールで提出する。 

（２）回答  令和８年４月１７日（金）までに、応募者全員に電子メールにより回答する。 

なお、質問が多数ある場合等、別途電子メールで新たな回答期限を通知す

ることがある。 

 

５ 資格の確認に関する事項 

（１）企画提案に参加する者は、次により参加申請書を提出すること。これにより参加資格

要件を審査する。 

（２）提出期限  令和８年４月２３日（木）１５：００必着 

（３）提出書類  募集要領を参照すること。 

（４）提出方法  募集要領を参照すること。 

（５）提出先   「９ 問い合わせ先」に同じ。 

（６）参加資格審査結果  令和８年４月２７日（月）までに通知する。 

 

６ 企画提案書の提出 

（１）上記５（６）で参加資格を認定された者は、次により企画提案書を提出すること。 

（２）提出期限  令和８年５月 ７日（木）１５：００必着 



（３）提出書類  募集要領を参照すること。 

（４）提出方法  募集要領を参照すること。 

（５）提出先   「９ 問い合わせ先」に同じ。 

 

７ 審査方法等 

（１）県は審査会を設け、提出のあった企画提案書の内容を審査し、優先交渉権者を選定す

る。 

（２）審査会はオンラインでの実施とし、参加資格を有する各事業者からプレゼンテーショ

ンを受け、評価を総合して優先交渉権者を選定する。 

（３）審査はあらかじめ定められた審査基準に基づき、企画提案書の内容を総合的に審査す

る。 

（４）審査にあたり、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。 

（５）審査結果に対する異議申し立ては、一切認めない。 

（６）決定の取り消し 

   次の要件のいずれかに該当する場合には、選定を取り消すことがある。 

ア 企画提案者が参加資格を有すると偽った場合 

イ 企画提案書等の提出後、参加資格を失うこととなった場合 

ウ 企画提案書等に虚偽の内容が記載されていた場合 

 

８ その他 

この公告に掲げるもののほか、この提案書の提出に関する詳細は、募集要領の定めによ

る。 

 

９ 問い合わせ先 

  〒９１０－０００５ 

福井県福井市大手２丁目４－１３ 大手合同事務所２階 

福井県交流文化部インバウンド交流課 担当 木下 

電話: ０７７６－２０－０６９９  

電子メール: inbound@pref.fukui.lg.jp 

 

１０ 様式等の掲載 

  福井県ホームページ 

（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kokusai/taiwandaikou2026.html） 

からダウンロードすることができる。 
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